
２０１５年 

マイナンバーがやってくる！! 

いよいよ１０月スタート 

１０月に届くあなたの『背番号』(マイナンバー) 

住民票を持つ人全員に１２ケタの番号通知が始まります 

（市区町村によって１１月の通知になる場合もあります） 

企業は従業員(技能実習生を含みます)や扶養親族などの

マイナンバーを収集する必要があります！！ 

徴税強化か？
魔法の番号か？

2015 年 10 月 5 日時点で住民登録のある 

全ての人々(技能実習生も該当します)に 

10 月から順次「通知カード」が送付されます。 

★通知カードは「紙」で届きます。誤ってゴミ箱に捨てないように 

注意しましょう！！ 

• マイナンバーの通知
其の一



①通知カード 受け取り

②マイナンバー取得

通知カードを受取り、12 ケタの

マイナンバー(個人番号)を取得

します。

③マイナンバー利用・ 提供

• マイナンバーの流れ
其の二

従業員(技能実習生)などから 

マイナンバーを取得します。 

従業員などからマイナンバーを収集・提供をうける場合は、 

１．利用目的を明示する必要があります。 

２．本人確認を行います。 



リンクされたイメージを表示できません。ファイルが移動または削除されたか、名前が変更された可能性が
あります。リンクに正しいファイル名と場所が指定されていることを確認してください。

④ 保 管

⑤ 廃 棄

平成２８年１月から 

社会保障、税、災害対策の「行政手続き」でマイナンバーが必要になり  

ます。 それまでにマイナンバーを収集し準備しましょう！！ 

          法律コラム 

法律事務所便り  変形労働時間制の適切な活用を！ 

 技能実習生の皆さんに労働法のお話をしていますと、変形労働時間制の

説明のところはいつも難しい顔をされてしまいます。 

繁忙期と閑散期が明確な場合には、変形労働時間制の活用が有効ですが、制度導入の要件や割増

賃金計算の方法について要チェックのポイントがあります。 

１年単位の変形時間労働制を例にお話ししましょう。 

まず労使協定で、対象期間を平均して１週間当たりの労働時間が４０時間を超えない範囲で、対象

期間中の労働日と、各労働日の所定労働時間を具体的に定めることが求められています。使用者が

業務の都合で自由に労働時間を変更することができる制度ではないことに注意が必要です。就業規

則にも対象期間の各労働日の始業・終業時刻を定めます。 

ここで、１日の上限時間は１０時間、１週間の上限時間は５２時間、連続して労働させることのできる日

数の限度は６日（特に業務が繁忙な特定期間は１２日）とされています。 

トラブルになりやすい割増賃金の計算方法は次回に。 

あお葉法律事務所 弁護士 伊藤 絢子 





平成２７年１０月８日から、最低賃金が改定になります！！ 

最低賃金改定に伴って時間外手当の算出金額もかわりますので 

賃金計算の際は、ご注意くださいね。 





中国語版 



ベトナム語版 



～テスト結果が良かった実習生には、ノート・メモ帳等がプレゼントされました～ 

みんな、これからも日本語勉強がんばってね！ 今月１０月号の担当は、西川でした。 

今月の技能実習生 

中間テスト 

「1位」です！！ 

頑張りました。 

やった～！！ 

ありがとうございます！ 


